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特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
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す
る
特
別
措
置
法
案
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七
号
）
（
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議
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送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
輸
送
需
要
等
の
状
況
に
応
じ
た
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
タ
ク
シ
ー
事
業
）

の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
特
定
地
域
の
指
定
及
び
基
本
方
針
の
策
定
、
特
定
地
域
に

お
い
て
組
織
さ
れ
る
協
議
会
に
よ
る
地
域
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
よ
る
特
定
事
業
等
の
実
施
並

び
に
特
定
地
域
に
お
け
る
道
路
運
送
法
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
タ
ク
シ
ー
の
供
給
過
剰
等
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
そ
の
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発

揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
地
域
の
関
係
者
の
自
主
的
な
取
組
を
中
心
と
し
て
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を

推
進
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
地
域
を
、
特
定
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
特
定
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
基
本
方
針
の
策
定
、
特
定
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ

ー
事
業
者
及
び
そ
の
団
体
並
び
に
国
の
責
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
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三
、
特
定
地
域
に
お
い
て
、
地
方
運
輸
局
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
及
び
そ
の
団
体
、
タ
ク
シ
ー
運

転
者
の
組
織
す
る
団
体
、
地
域
住
民
等
は
、
協
議
会
を
組
織
し
、
二
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
特
定
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ

ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
特
定
地
域
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
三
の
地
域
計
画
に
即
し
て
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び

活
性
化
に
資
す
る
特
定
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
特
定
事
業
計
画
を
作
成
し
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
場
合
は
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
定
事
業
計
画
に
は
タ
ク
シ
ー
事
業
の
譲
渡
、
事
業
者
の
合
併
、
減
車
等
の
事
業

再
構
築
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
二
以
上
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
共
同
で
行
う
事

業
再
構
築
に
関
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
と
の
調
整
に
係
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

五
、
特
定
地
域
に
お
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
当
該
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
タ
ク
シ
ー
の
合
計
数
を
増
加
さ

せ
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
事
前
届
出
に
代
え
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
等
の
道
路
運
送
法
の
特
例
を
定
め
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
法
律
の
目
的
、
特
定
地
域
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知
事
等
の
要
請
制
度
の
導
入
、
資
金
の
融

通
、
タ
ク
シ
ー
に
係
る
制
度
の
在
り
方
の
検
討
、
運
賃
及
び
料
金
の
認
可
基
準
等
に
関
し
修
正
が
行
わ
れ
た
。


